
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 2８年度 第１号 4 月 1 日発行 

自治会だより第１号 

平成２８年度、星和若葉台 

・平成２８年度、星和若葉台自治会総会は予定通りすべて承認され無事終了しまし

た。 

 会員総数４１７名 出席者９０名、委任状提出者２３４名、合計３２４名 

 総数の過半数以上で総会が成立し、すべての議案が賛成多数の拍手で 

承認されました。 

・自治会費納入のお願い 

・かがやき体操クラブ４月６日より開始します。自治会共催 

 ・目的 健康寿命を延ばす体操を指導します。 

  毎週水曜日午後１時３０分～３時まで 場所は自治会集会所です。 

  参加条件 ６５歳以上の方で、自治会まで自力で来られる方 

  持ち物 水、フェイスタオル、上履き、運動の出来る服装 

  第１回は市の高齢者福祉課より、職員が来て、市内で展開している 

当該体操について解説いたします。当日参加申し込み受け付けますので 

  多数ご参加ください。詳細は当日ご説明いたします。第５水曜日はお休みです 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・サポーター募集 

 自治会活動に関心があり、空いている時間に活動出来る方を募集します。 

 ・自治会行事の写真や動画を撮影して記録広報活動に興味のある方 

 ・自治会便りなど、文書作成やデザインに興味のある方 

 ・お祭りなどイベント時に、ヘルパーとして参加出来る方など 

 ・希望者は自治会役員へご相談ください。 

・レスキュー隊、隊員募集 

 ・自治会員の為に、少し手を貸せる方 

 ・家庭大工が得意の方 一人暮らしの方の話し相手や、出来る範囲で 

  手助けの出来る方など、当面は網戸の交換から手助けを始める予定です 

  参加出来る方は自治会役員へご相談ください。 

  実施に当たり、検討中ですが、材料費は依頼者負担とします。 

公園遊具、修理の進捗状況と報告 

現在使用禁止になっています、南側の多機能遊具の修理依頼は、市より業者に 

発注済みですが、年度末の為、立て込んでいます。４月中には修理が終わり 

使える予定です。しばらくお待ちください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治会集会所ご利用の方へ 

団体登録をして頂き、多くの会員が参加出来る、運営をお願いします。 

４月より、チェックシートをご用意しましたので、使用後は、電源等の確認と 

使用した部屋の清掃をお願いします。使用しなかった部屋には×しるしを 

つけて下さい。不明な点は自治会役員までお問い合わせ下さい。 

現在自治会館を利用している、団体とグループの紹介 

・星和若葉台自治会 毎月第１日曜日、午前９時３０分～１２時 

・星和クラブ 定例役員会、茶話会、民謡レク部会、カラオケ部 

・星和子ども会、役員会 

・サロン喫茶（午後のひととき） 毎月第４水曜日、午後１時～３時頃 

・健康の会 水曜日午前中（健康体操） 

・かがやき体操クラブ 水曜日午後１時３０分から３時、第５水曜日はお休み 

・絵手紙を楽しむ会 月１回 

・健康増進麻雀同好会 毎週土曜日、午後１時～５時 

・PC サロン 毎週金曜日午前９時から１２時、パソコン操作の勉強会 

・書の会 毎月第１月曜日 午後２時から５時まで     

多くの会員の方が参加できるよう、後日ご案内します 

サロン喫茶午後のひととき ４月２６日、開店します。 

 今回は出来立て、ホットケーキを提供いたします。お好みの蜂蜜や 

ジャムなどもご用意する予定です。午後１時から３時頃まで、集会所。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カレー用食器提供のお願い 

カレー皿、スプーン、フォークなどご自宅で不要な物が有りましたら自治会に 

提供をお願いします。 ５月７日（土曜日）初の試みで、「星和ランチ」を 

提供します。詳細は後日ご案内いたします。 

 

藪蚊の発生地区での防止運動を展開します。 

・蚊を媒体とした伝染病を地区全体で予防しましょう！ 

会員の皆様は自宅内の水たまりを、なくしてください。ちょっとした 

水たまりに、蚊は卵を産み付けます。これから雨季に入ると水たまりが 

出来やすいので、皆で気を付けましょう。自治会では、市と協議して 

適宜有効な手段を、実施して行く予定です。 

自治会専用メール開通のお知らせ 

 今後の電子化に向けて、自治会専用のメールを開設しました。 

メールアドレスは seiwajitikai@gmail.com です。 

運営内容 

１． 自治会への要望や提案などありましたら記名、無記名自由です、どしどし 

ご意見を下さい。 

２． ご自分のメールから、住宅番号とお名前を登録して頂いた方には自治会から 

随時、情報サービスを発信していきます。 

自治会便り、不審者情報、地域のイベントや講習会など 

メールアドレスは自治会が責任を持って、管理致します。 


